
対象別の社会福祉計画

（策定＝義務、期間概ね3年）

対象を限定しない社会福祉計画

（策定＝努力義務）

基本指針(地方自治体が計画を
作成する指針)＝概ね量的計画

法的拘束力がなく作成される
ガイドライン＝質的計画

介護保険事業計画･老人福祉計画
障害福祉計画･障害児福祉計画・
障害者基本計画 *

地域福祉計画
（関連:社協地域福祉推進計画)

３分野の計画(行政)の統合

(仮称)総合福祉計画の策定

重層的支援体制整備事業実施
計画・交付金化での統合

１．３分野(高齢・障がい・地域福祉)の各計画(６計画)の特性を踏まえた統合の構図

図１

新たな計画課題に対応するため、各
計画の特性を踏まえ、その制約を越
え、相互に補完・相乗する効果を高
める統合化を図る。
その先行する取り組みとして、重層
的支援体制整備実施計画に注目する。
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注）下線の計画は、質的計画

＊ 第10次高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画
第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画
障がい者（児）福祉計画第７次中期計画

令和８年２月２６日
【平野部会長提供資料】

２．３分野(高齢・障がい・地域福祉)の福祉計画の統合化の５つの戦略

図２
計画統合化の戦略

①共通事項の作成を通して、３
分野(行政)が協力して進める新
しい方向性を提示できる

B⇒A ⇒D

②権利擁護支援等の事業化への
協働的な対応が図れる

C⇒D

③参加支援・地域づくりによる
支え合い基盤を重視できる。庁
内連携や多機関の協働、重層的
な支援等の体制構築が図れる

A⇔B'⇒D

④サービス整備量の確保につい
ては、各分野別に示す

⑤事業単独の策定・評価のみな
らず、分野を横断・統括した策
定・評価にシフト

A⇔B ⇒D
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対象別の社会福祉計画

（策定＝義務、期間概ね3年）

対象を限定しない社会福祉計画

（策定＝努力義務）

基本指針(地方自治体が計画を
作成する指針)＝概ね量的計画

法的拘束力がなく作成される
ガイドライン＝質的計画

介護保険事業計画･老人福祉計画
障害福祉計画･障害児福祉計画・
障害者基本計画

地域福祉計画
（関連:社協地域福祉推進計画)

重層的支援体制整備事業
実施計画・交付金化

＜既存事業の横断化＞
包括的相談支援事業
地域づくり支援事業

＜新規事業の重層化＞
参加支援事業

多機関協働等事業

2026 社会福祉法の改正
権利擁護支援等の事業化対応
C

高齢・障がいの統合を視野に

３分野の計画(行政)の統合

(仮称)総合福祉計画の策定

地域における高齢・障がい福祉に関し、
共通して取り組むべき事項

量的計画行政
への対応
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豊かな社会関係のもと、本人(中心)の権利擁護と参加が実現さ
れる共生の地域社会づくりを目指す。

制度の狭間問題等への対応を図るため、制度・サービスの質向上や
支援者・家族・地域への支援、関係者の協働が進む体制構築を図る。

計画による方向や方法の実効性を高め、柔軟に改善できる進行管理
の協働の場を確保する

６つの領域設定と実効性の担保

３．５つの統合化戦略を展開する６つの領域と実効性を担保する評価の仕組み

⑴権利擁護支援 ⑵社会参加の推進

⑸家族・地域(非制度の担い手)の支援体制

⑷制度等を担う支援者支援・協働体制の整備

⑶地域づくり

戦略志向の計画の評価と改善の仕組み

図３
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高齢・障がいの両分野におけるサービス整備など
フォーマルな支援の充実を目指す。

⑹サービス整備等に関する施策の充実

計画統合化の戦略

①共通事項の作成を通して、３
分野(行政)が協力して進める新
しい方向性を提示できる

B⇒A ⇒D

②権利擁護支援等の事業化への
協働的な対応が図れる

C⇒D

③参加支援・地域づくりによる
支え合い基盤を重視できる。庁
内連携や多機関の協働、重層的
な支援等の体制構築が図れる

A⇔B'⇒D

④サービス整備量の確保につい
ては、各分野別に示す

⑤事業単独の策定・評価のみな
らず、分野を横断・統括した策
定・評価にシフト

A⇔B ⇒D


